
 

 

木場潟公園の平成１８年度管理状況 
施設所管課 南加賀土木総合事務所 

指定管理者 (財)木場潟公園協会 

 代表者 理事長 谷口 肇 

指定期間 平成 18年 4月 1日～平成 21年 3月 31 日 

 

（１）管理業務の実施状況 

業務内容 
（協定・条例に規定） 

具体的な業務（仕様書、事業計画）の実施状況 
（不十分な場合、その理由、指摘事項を記入） 

使用する者への利便の

提供に関する業務 

施設の使用受付、案内等の接遇向上 

・園地別の特性を記入したチラシ（コピー）を配布 

利用者の苦情・意見の把握・対応 

・利用者からの意見・苦情の把握（延 4件） 

その他特記事項 

・管理センター内の美化（寄せ植えの設置） 

 

利用の促進に関する業

務 

 

 

自主事業の企画・実施 

・木場潟公園花菖蒲まつり 

（ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会(580人)、花菖蒲撮影会(120人)） 

・木場潟音と光のファンタジーの開催（参加人数 1,250人） 

 ・貸自転車の提供（無料） 

自主事業の告知ポスター 

・木場潟花菖蒲まつり及び音と光のファンタジー（延 70枚） 

周辺地域、関係機関との連携・協同の推進 

・ｳｫｰｷﾝｸﾞ協会､ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ協会等との自主事業の連携 

使用の許可に関する業

務 

使用許可、使用料の徴収、納入 

・使用料の収入実績（（３）参照） 

 

施設、設備及び備品の維

持管理及び修繕に関す

る業務 

清掃：トイレ、駐車場は 1回/日、別に 1回/日点検 

保守点検：遊具、トイレ 

警備：2回/日巡回 

小規模修繕：適宜 

（その他知事が必要と

認める業務） 

松くい虫防除対策に係る研修会等へ積極的に参加 

 

 

 

（２）施設の利用状況 

①利用指標（（設定している場合）利用人数、稼働率などの数値目標） 

指標 Ｈ１７年度 

（参考） 

Ｈ１８年度 前年度比 増減理由 

公園利用者数（人） 237,000 270,000 

 

114% イベント開催による利用者の

増。 



 

 

②使用許可等の状況 

 許可件数 不許可件数 不許可理由 

該当なし    

    

 

（３）使用料の収入実績  

利用料金の収入及び減免の状況 

 収入額 減免額 減免理由 

ボート 104千円 21千円 イベント時の無料開放 

 

（４）収支決算 

（千円） 

収入 支出 

管理料 36,926 人件費 8,272 

利用料収入 104 光熱水費 4,932 

自主事業収入 2,428 修繕費 958 

  植栽等管理費 22,284 

  その他 3,012 

合計 39,458 合計 39,458 

収支差額 0  

 

（５）その他、県が必要と認める事項（管理の実態を把握するために必要な事項） 

①利用者アンケート結果、評価、苦情、要望 

年月 内容 対応 

平成 18年 11月 県政バスアンケートにおいて好

評多数 

 

平成 19年 3月 管理車両の速度が速く危険 園内 20km/h以下を再度徹底させた 

 

②事故、故障等 

年月 内容 対応 

平成 18年 6月 トイレ排水、電気設備の故障多数 現地調査の上、即時対応 

 

③その他報告事項など 

 

 

 



 

 

（６）評価結果 

評価項目 結果 所見（工夫、改善点） 

①サービスの維持・向上

に向けた取組みが行

われているか。 

Ｃ ・受付窓口での利用者の声を聞いているが、より利用者

ニーズを把握する取り組みを行い、サービスの向上に

努めることに期待する。 

②利用促進に向けた取

組みが行われている

か。 

Ｂ ・新規イベントを開催するなど利用促進に向けた取組み

は行われており、外部に対して更に積極的な広報活動

を望む。 

③施設、設備及び備品の

維持管理及び修繕が

適切に行われている

か。 

Ｂ ・芝生や樹木等の維持管理は、外部委託と直営による作

業区分の明確化により適切に実施され、全般的に仕様

書等に基づき適切な管理が行われている。 

④緊急時の対応・安全管

理などの危機管理が

適切に行われている

か。 

Ｂ ・非常時の連絡体制が定められ、安全対策が適切である。 

⑤適切な管理運営を行

う組織・体制か。 

Ｂ ・適切な職員の配置がなされている。 

⑥その他、必要と認める

事項（例：苦情処理、

個人情報保護） 

Ｂ 

 

・苦情への対応、個人情報保護は、概ね適正に処理され

ている。 

 

総合評価 Ｂ ・施設の通常管理に努め、良好な環境を維持しているの

で、サービスの質向上や積極的な利用促進に向けた取

組みに期待する。 
 

○評価基準 

Ａ（優）：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を上回っている 

Ｂ（良）：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を十分に実施している 

Ｃ（可）：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を概ね実施しているが、 

一部改善を期待する部分がある 

Ｄ（不可）：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を下回っている 

 

○総合評価 

Ａ（優）：適正であり、優れた実績をあげている 

Ｂ（良）：適正である 

Ｃ（可）：概ね適正であるが、一部改善を期待する 

Ｄ（不可）：改善が必要である 

 

（７）助言・指摘事項 

 

・ホームページ等の活用などにより、魅力施設やイベントに関する情報発信に取り組み、公

園の広報・ＰＲに努めて欲しい。 

 


